
IHEIHEIHEIHE----J J J J ベンダーワークショップベンダーワークショップベンダーワークショップベンダーワークショップ 2012201220122012

PAM PAM PAM PAM 患者基本情報患者基本情報患者基本情報患者基本情報のののの共通的取共通的取共通的取共通的取りりりり扱扱扱扱いについていについていについていについて

日本IHE協会接続性検証委員会

2012.05.25



2

PAMについて

• ITI PAM (Patient Administration Management)
– 患者基本情報について、各システム間で情報の整合性確保を行うためのデータ連携

手順。

– 患者基本情報のシステム間同期を通じ、常に均一な情報を施設内で参照できるように

する。

– Patient Identity Management
• 患者情報の登録、更新を確認する。（ex.仮の患者情報→正規の患者情報）

– Patient Encounter Management
• 患者所在情報の登録、更新を確認する。（ex.外来→入院）
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アクタ概要１：PDSとPDC (Patient Identity Management)

• PDS (Patient Demographics Supplier)
– 患者情報を新規に登録、編集を行うことができるアクタ。
– 登録した情報を、HL7 ADTメッセージでPDCに送信する
ことができる。

• PDC (Patient Demographics Consumer)
– PDSから患者情報を受信、データベース登録、更新し、
表示することができるアクタ。
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アクタ概要２：PESとPEC (Patient Encounter Management)

• PES (Patient Encounter Supplier)
– 患者情報(個人情報、所在情報等)の編集を行うことがで
きるアクタ。

– 編集した情報を、HL7 ADTメッセージでPECに送信する
ことができる。

• PEC (Patient Encounter Consumer)
– PESから患者情報を受信、患者情報を更新し、表示する
ことができるアクタ。
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PAMトランザクションのポイント

• HL7
– ADTメッセージを使用して患者情報を連携します。

• PDS→PDC  (Patient Identity Management)

– A28, A31, A40, A47, A24, A37
• PES→PEC  (Patient Encounter Management)

– A01, A04, A03, A08, A40, A11, A13

– コネクタソンではこのイベントの一部を使って審査を行っ
ています。
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コネクタソン審査方針

• 審査基準について
– 昨年度より各プロファイルのトランザクションについて、細
かい基準をまとめた審査基準を公開しています。

– この文書に従い、事前検証ツール、当日の審査員による
審査を実施しています。

– 次回、VWSではこれら審査ポイントの詳細を説明します。


